
 
 
 

飲食店における受動喫煙防止対策について 

日頃より、保健所事業につきましては、格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
２０２０年４月１日から、改正健康増進法（以下、「法」という。）及び東京都受動喫煙防止条例

（以下、「都条例」という。）により、飲食店※は原則屋内禁煙となります。 
飲食店営業者の方には、店内で喫煙が可能かどうかをお客様が確認してから入店できるよう、店

頭に表示する義務が生じます。つきましては、本年９月以降、次の２段階で対応していただく必要

がありますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

１ 第１段階の対応（２０１９年９月１日から２０２０年３月３１日までの期間限定） 
都条例で現在の店舗の禁煙・喫煙対応状況の店頭表示が義務化されます。 

（１）全席禁煙の場合・・・同封の禁煙シールを店頭に貼付して下さい。 
（２）店内に喫煙場所がある場合・・・喫煙場所があることを店頭に表示して下さい。 

表示方法に特に決まりはありませんが、下記ホームページ（「とうきょう健康ステーション 

店頭表示」で検索可能）に参考様式を掲載しています。 
参考様式 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/leaflet/insyoku.html 

        （2020 年 3月 31 日までの表示方法となります。） 

期間内に新たに全席禁煙にした場合は同封の禁煙シールに貼り替えて下さい。 
 
２ 第２段階の対応（２０２０年４月１日以降） 
 法で店舗の屋内は原則禁煙となります。喫煙室を設置する場合は、構造基準（技術的基準）を満た

す必要があります。また法及び都条例により、禁煙か喫煙室を設置しているか店頭表示が必要です。 
（１）全席禁煙の場合・・・同封の禁煙シールを店頭に貼付して下さい。 
（２）喫煙室を設ける場合・・・構造基準を満たす喫煙室を設置し、店頭及び喫煙室入口の両方

に所定の表示をして下さい。（表示方法は２ページ、構造基準は３ページをご覧下さい。） 
（３）喫煙を主目的とする飲食店の場合・・・構造基準を満たした上で、店頭及び喫煙室入口の

両方に所定の表示をして下さい。（表示方法は４ページ、構造基準は３ページをご覧下さい。） 
 
３ 喫煙室のシールについて 

上記２（２）により喫煙室を設置した場合の店頭・喫煙室入口の表示シールは、東京都ホー

ムページ（「とうきょう健康ステーション 事業者向け標識」で検索可能）からダウンロードで

きます。なお、当保健所管内の飲食店を対象に保健所でも標識シールを希望者に配布を予定して

います（配布時期が決まりましたら当保健所ホームページでお知らせします。）。 
    参考様式 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.html 

  多摩府中保健所ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tamafuchu/ 
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※飲食店…飲食店、喫茶店その他客席を設けて飲食を

させる営業を行う施設 
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 石油系溶剤を
含まないインキを
使用しています。


